
第二一七回 

衆第三九号 

   国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案 

 （趣旨） 

第一条 この法律は、国有林野事業に従事する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その

給与等に関し国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）の特例等を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第二条 この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営に関する法律（昭

和二十六年法律第二百四十六号）第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。 

２ この法律において「職員」とは、国有林野事業に従事する一般職の国家公務員（管理

又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。）をいう。 

 （給与の根本原則） 

第三条 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮し

た能率が考慮されるものでなければならない。 

２ 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）の

適用を受ける国家公務員及び民間企業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなけ

ればならない。 

 （給与準則） 

第四条 農林水産大臣又は政令で定めるところによりその委任を受けた者は、職員に対し

て支給する給与について給与準則を定めなければならない。 

 （給与総額） 

第五条 職員のうち国有林野事業を行う国の行政機関の業務を遂行するために恒常的に置

く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基

づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額

として定められた額を超えないようにしなければならない。ただし、中央労働委員会の

裁定があった場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めると

ころにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでない。 

 （定年） 

第六条 職員に関する国家公務員法の適用については、同法第八十一条の二第一項中「人

事院規則で定める官職を」とあるのは「農林水産大臣が定める官職を」と、同条第二項

各号、同法第八十一条の五第一項各号及び第三項、第八十一条の六第二項並びに第八十

一条の七第一項各号並びに同法附則第八条第三項及び第五項の表中「人事院規則で」と

あるのは「農林水産大臣が」と、同法第八十一条の五第二項中「人事院の承認を得て」

とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法（令和七年法律第▼

▼▼号）第四条に規定する農林水産大臣又は政令で定めるところによりその委任を受け



た者（以下「農林水産大臣等」という。）の定めるところにより」と、同条第四項及び

同法第八十一条の七第二項中「人事院の承認を得て」とあるのは「農林水産大臣等の定

めるところにより」と、同法第八十一条の六第一項中「第五十五条第一項に規定する任

命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「農林水産大臣等」と、同

法第八十一条の七第一項中「人事院の承認を得た」とあるのは「農林水産大臣等の定め

るところによる」と、同法附則第八条第二項及び第四項中「として人事院規則で」とあ

るのは「として農林水産大臣が」と、同項中「人事院規則で定める年齢」と、」とある

のは「農林水産大臣が定める年齢」と、」と、同法附則第九条中「相当する職員として

人事院規則で」とあるのは「相当する職員として農林水産大臣が」と、「のうち人事院

規則で」とあるのは「のうち農林水産大臣が」と、「その他人事院規則で」とあるのは

「その他農林水産大臣が」とする。 

 （勤務時間等） 

第七条 農林水産大臣又は政令で定めるところによりその委任を受けた者は、職員の勤務

時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならない。 

２ 前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十

三号）の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければな

らない。 

 （他の法律の適用除外等） 

第八条 次に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。 

 一 国家公務員法第十八条、第二十八条（第一項前段を除く。）、第六十二条から第七

十条まで、第七十五条第二項及び第百六条の規定 

 二 国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和二十四年法律第二百号）の規定 

 三 一般職の職員の給与に関する法律の規定 

 四 国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第五条第二項、第

八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定 

 五 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定 

 六 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九年法

律第六十五号）第六条から第八条までの規定 

 七 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（平成十二年法律第百二十

五号）第七条から第九条までの規定 

 八 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律（平成十九年法律第四十五号）第五条第

二項及び第七条の規定 

 九 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律（平成二十五年法律第七十八号）第五条

第二項及び第八条の規定 

２ 第四条に規定する給与準則は、国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、

同項の給与に関する法律とみなす。 



３ 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭

和四十五年法律第百十七号）第五条の規定の適用については、同条第一項中「俸給、扶

養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ

百分の百以内」とあるのは「給与」と、同条第二項中「人事院規則（派遣職員が検察官

の俸給等に関する法律（昭和二十三年法律第七十六号）の適用を受ける職員である場合

にあつては、同法第三条第一項に規定する準則）」とあるのは「国有林野事業に従事す

る職員の給与等に関する特例法（令和七年法律第▼▼▼号）第四条に規定する給与準

則」とする。 

４ 職員に関する次に掲げる法律の規定の適用については、第一号イ及びハ、第二号イ並

びに第三号イに掲げる法律の規定中「俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究

員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは「給与」と、

第一号ロに掲げる法律の規定中「人事院規則（派遣職員が検察官の俸給等に関する法律

（昭和二十三年法律第七十六号）の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条

第一項に規定する準則。第八十九条の五第三項において同じ。）」とあるのは「国有林

野事業に従事する職員の給与等に関する特例法（令和七年法律第▼▼▼号）第四条に規

定する給与準則」と、同号ニに掲げる法律の規定中「人事院規則」とあるのは「国有林

野事業に従事する職員の給与等に関する特例法第四条に規定する給与準則」と、第二号

ロ及び第三号ロに掲げる法律の規定中「人事院規則（派遣職員が検察官の俸給等に関す

る法律（昭和二十三年法律第七十六号）の適用を受ける者である場合にあっては、同法

第三条第一項に規定する準則）」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に

関する特例法（令和七年法律第▼▼▼号）第四条に規定する給与準則」とする。 

 一 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）の規定で次に掲げるもの 

  イ 第四十八条の五第二項 

  ロ 第四十八条の五第三項 

  ハ 第八十九条の五第二項 

  ニ 第八十九条の五第三項 

 二 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する

法律（平成三十一年法律第十八号）の規定で次に掲げるもの 

  イ 第二十七条第二項 

  ロ 第二十七条第三項 

 三 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関

する法律（令和四年法律第十五号）の規定で次に掲げるもの 

  イ 第十七条第二項 

  ロ 第十七条第三項 

５ 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項、第十二条第一項、

第十五条及び第二十二条の規定の適用については、同法第三条第一項第一号中「勤務時



間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である

場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「国有林野事業に従事す

る職員の給与等に関する特例法（令和七年法律第▼▼▼号）第七条第一項の規定に基づ

く規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により

人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める

期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、「当該休暇又はこれに相当するものと

して勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは「当該休

暇」と、同法第十二条第一項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態（勤務時間法

第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態）」と

あるのは「五分の一勤務時間（当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間（以下この項

において「週間勤務時間」という。）に五分の一を乗じて得た時間に端数処理（五分を

最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同

じ。）を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。）に二を乗じて得た時間に十

分の一勤務時間（週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時

間をいう。同条において同じ。）を加えた時間から八分の一勤務時間（週間勤務時間に

八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。）に五を乗じて得た時

間までの範囲内の時間となるように農林水産大臣が定める勤務の形態」と、同法第十五

条中「十九時間二十五分から十九時間三十五分」とあるのは「五分の一勤務時間に二を

乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得

た時間」と、同法第二十二条中「第十五条から前条まで」とあるのは「第十五条及び前

二条」とする。 

６ 職員に関する労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十二条第三項及び第三十

九条第十項の規定の適用については、同法第十二条第三項第四号中「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第

二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九

号）第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第二条第二号」と、

同法第三十九条第十項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第三条

第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする。 

７ 職員に関する船員法（昭和二十二年法律第百号）第七十四条第四項の規定の適用につ

いては、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成三年法律第七十六号）第二条第一号」とあるのは「国家公務員の育児休業等

に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項」と、「同条第二号」とあるのは

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年



法律第七十六号）第二条第二号」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行

政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律（令和七年法律第▼▼▼号）

の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

 （国家公務員法の規定の適用に関する経過措置） 

第二条 職員に対する国家公務員法第三章第二節の規定の適用については、当分の間、国

家公務員法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百八号）による改正前の国家公

務員法第三章第三節の規定の例による。 

 （罰則に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により国家公務員法等の一部を改正

する法律による改正前の国家公務員法第三章第三節の規定の例によることとされる場合

におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 

 （政令等への委任） 

第四条 前二条並びに附則第七条及び第十五条に定めるもののほか、この法律の施行に伴

い必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

 （労働基準法及び船員法の一部改正） 

第五条 次に掲げる法律の規定中「行政執行法人介護休業」の下に「、同条第四十二項の

規定により読み替えて準用する同条第三項に規定する国有林野事業介護休業」を加える。 

 一 労働基準法第十二条第三項第四号 

 二 船員法第七十四条第四項 

 （一般職の職員の給与に関する法律の一部改正） 

第六条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第十一条の七第三項中「者若しくは」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等

に関する特例法（令和七年法律第▼▼▼号）の適用を受ける職員、」を加え、「行政執

行法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。 

  第十一条の八第三項及び第十四条第二項中「行政執行法人職員等」を「給与特例法適

用職員等」に改める。 

 （一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第七条 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関す

る法律等の一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第四十二号。以下この条及び附

則第十五条において「改正管理経営法」という。）附則第二十五条の規定により改正管

理経営法附則第二十四条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十一

条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされたものに対する前条



の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下この条において「新給与

法」という。）第十一条の七第三項、第十一条の八第三項及び第十四条第二項の規定の

適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する給与特例法適

用職員等であった者とみなす。 

 （港湾法等の一部改正） 

第八条 次に掲げる法律の規定中「行政執行法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に

改める。 

 一 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第四十三条の二十九第三項及び第六項 

 二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律

第百十七号）第七十八条第三項及び第六項 

 三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成十六年法律第百二十一号）第

十条第二項 

 四 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律（平成二十六年法律第六十七号）附則第四条 

 （裁判所職員臨時措置法の一部改正） 

第九条 裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）の一部を次のように

改正する。 

  第十号中「第五号」を「第六号」に改める。 

 （国家公務員退職手当法の一部改正） 

第十条 国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）の一部を次のように改

正する。 

  第五条の二第一項中「準ずる」及び「法令又は」の下に「給与準則若しくは」を加え

る。 

  附則第九項及び第十五項中「準ずる」の下に「給与準則若しくは」を加える。 

 （行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正） 

第十一条 行政機関の職員の定員に関する法律（昭和四十四年法律第三十三号）の一部を

次のように改正する。 

  第一条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 

  四 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法（令和七年法律第▼▼▼

号）第五条に規定する常勤の職員 

  第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（内閣府、各省等の定員）」を付

し、同条の次に次の一条を加える。 

 第三条 第一条第二項第四号に掲げる職員の定員は、政令で定める。 

 （育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改

正） 

第十二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平



成三年法律第七十六号）の一部を次のように改正する。 

  第六十一条に次の一項を加える。 

 42 第三項から前項までの規定は、国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例

法（令和七年法律第▼▼▼号）の適用を受ける国家公務員（国家公務員法第六十条の

二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない

国家公務員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項

ただし書に規定する者に該当するものに限る。）について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「当該職員の勤務する行政執行法人の長」とあり、及び「行政執

行法人の長」とあるのは「国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法第四

条に規定する農林水産大臣又は政令で定めるところによりその委任を受けた者」と、

「行政執行法人介護休業」とあるのは「国有林野事業介護休業」と、「行政執行法人

子の看護等休暇」とあるのは「国有林野事業子の看護等休暇」と、「行政執行法人介

護休暇」とあるのは「国有林野事業介護休暇」と、「行政執行法人介護休業の承認の

請求」とあるのは「国有林野事業介護休業の承認の請求」と読み替えるものとするほ

か、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 （一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正） 

第十三条 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第十七条第一項第三号中「前年において」の下に「国有林野事業に従事する職員の給

与等に関する特例法（令和七年法律第▼▼▼号）の適用を受ける職員、」を加え、「行

政執行法人職員等」を「給与特例法適用職員等」に改める。 

 （国家公務員倫理法の一部改正） 

第十四条 国家公務員倫理法（平成十一年法律第百二十九号）の一部を次のように改正す

る。 

  第二条第二項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の

次に次の一号を加える。 

  四 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法（令和七年法律第▼▼▼

号）の適用を受ける職員であって、その職務と責任が第一号に掲げる職員に相当す

るものとして農林水産大臣が定めるもの 

  第二条第七項中「第二項第五号」を「第二項第六号」に改める。 

  第四十一条第一項中「規定は、」の下に「国有林野事業に従事する職員の給与等に関

する特例法の適用を受ける職員及び」を加える。 

 （国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置） 

第十五条 改正管理経営法附則第四十四条の規定により改正管理経営法附則第四十三条の

規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職

員であったこととみなされた者に対する前条の規定による改正後の国家公務員倫理法

（以下この条において「新国家公務員倫理法」という。）第六条の規定の適用について



は、これらの者は、新国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の

職員とみなす。 

 （国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正） 

第十六条 国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第三条第十二項中「及び第九項」を「及び第十項」に改め、同項を同条第十三項

とし、同条第八項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「前項」を「第

六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。 

 ７ 国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法（令和七年法律第▼▼▼号）

の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「人事院の承認を

得て」とあるのは、「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。 

  附則第八条第八項中「附則第三条第九項」を「附則第三条第十項」に改める。 

 （育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代

育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部改正） 

第十七条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令和六年法律第四十二号）の一部を

次のように改正する。 

  第二条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律第六十一条第二十九項第二号の改正規定中「改め」の下に「、同条第四十二項中「国

有林野事業介護休業の承認の請求」と」の下に「、「当該行政執行法人の事業所に」と

あるのは「国有林野事業に従事する」と、「行政執行法人対象措置」とあるのは「国有

林野事業対象措置」と」を加え、同項を同条第四十九項とし」を加える。 

  附則第一条第二号中「及び附則第七条」を「並びに附則第五条の二及び第七条」に改

める。 

  附則第五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（労働基準法及び船員法の一

部改正）」を付し、同条の次に次の一条を加える。 

 第五条の二 次に掲げる法律の規定中「同条第四十二項」を「同条第四十九項」に改め

る。 

  一 労働基準法第十二条第三項第四号 

  二 船員法第七十四条第四項 



     理 由 

 国有林野事業に従事する職員について行政執行法人の労働関係に関する法律が適用され

ることに伴い、当該職員の給与等に関し国家公務員法の特例等を定める必要がある。これ

が、この法律案を提出する理由である。 


